
空き家バンク制度
空き家を貸したい売りたいという空き家所有者と、空き家
を借りたい買いたいという希望者の橋渡しとなる空き家バン
クをご活用ください。

【お問い合わせ先】
土木課 076-277-1108

空き家に関する補助制度について
空き家等解体事業補助金（※工事着手前に申請が必要）
空き家等の解体をする者に対して補助金を交付します。

〇対象物件：１年以上使用していないことが常態化している住居、納屋、倉庫、車庫
〇対 象 者：空き家等の解体をする者
〇補 助 額：解体費用の１/２、上限５０万円

空き家改修費等補助金
空き家バンクに登録された物件の売買・賃貸借に伴う改修
及び修繕に要する費用に対して補助金を交付します。
○対象者：町税又は前住の市町村税を直近３年間で滞納して

いないこと等
○補助額：５０万円以上の工事で改修費用１/２以内、

上限５０万円

空き家バンク成約奨励金
空き家バンクに登録された物件の売買又は賃貸借契約が成

約された場合、空き家提供者に対して奨励金を交付します。
○対象者：空き家バンク登録後、３か月経過していること

利用申込者が、物件登録者の３親等以内の親族で
ないこと等

○奨励金：一律５万円（対象物件に対し１回限り）

令和５年度 空き家相談会を実施します

• 実施日時：毎月第２木曜日午前８：３０～午後４：３０
（8/10、9/14、10/12、11/9、12/14、1/11、2/8、3/14）

• 場 所：川北町役場２階
• 相談内容：空き家の解体に関する補助金

空き家の利活用（売却、賃貸）
※事前予約が必要です。
ご希望の方は、前日（午後５時）までに、
土木課へご予約ください。

川北町へのふるさと
納税のお礼の品として、
空き家管理サービスが
受けられます。

このサービスは、業
者による建物の外観確
認等の後、報告書が送
付されます。
詳しくは、下記の寄附
ページからご確認くだ
さい。

帰省が難しく、空き家の
様子が気になる

犯罪や不審な点が
ないか心配

寄附ページは

こちら →
各補助制度に関する詳細、申請様式は
こちら【町土木課ＨＰ】 →


